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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

（ R５.７.５ ） （ 2,728,000 ） （ R５.７.６ ～ R５.１１.７ ）

1
土木一
式

区画整
理課

東部第二地区　区
画道路22号線築
造工事

伊勢崎
市　日乃
出町　地
内

高野工業
㈲

伊勢崎市
西久保町
２‐１４６０

R５.１０.４ 2,761,000 R５.７.６ ～ R５.１１.７

施工条件の明示に記載したとおり、舗装切断
時に発生した排水等廃棄物の処分につい
て、処分量が確定したため契約約款第19条
により設計内容を変更するもの。

排水等廃棄物処理
　0kg　→ 30kg　( + 30kg)

（ R５.７.１９ ） （ 13,420,000 ） （ R５.７.２０ ～ R５.１０.２７ ）

2
水道施
設

上水道
整備課

都市計画道路3・
4・44号駅南東西
通り(駅西工区)道
路改良事業に伴う
配水管切廻し工事

伊勢崎
市　太田
町　外地
内

㈲矢島設
備

伊勢崎市
本関町１１
８３‐２

R５.１０.６ 14,564,000 R５.７.２０ ～ R５.１０.２７

交通車両および歩行者の安全を確保するた
め、契約約款第19条により交通誘導警備員
を増員するもの。また、既設構造物と新設配
水管の離隔を確保する必要が生じたため、
契約約款第19条により配水管布設延長を増
工するもの。

HPPEφ75㎜
　L=75.6m　→　L=77.7m　（+ 2.1m)
交通誘導警備員(B)
　40人　→　68人　(+ 28人)

（ R５.９.１４ ） （ 4,510,000 ） （ R５.９.１５ ～ R６.２.９ ）

3 電気 建築課

令和5年度市営山
王住宅52-1-B棟
改修電気設備工
事

市営山
王住宅

㈱伊勢崎
電設

伊勢崎市
柳原町３５
‐４

R５.１０.６ 4,730,000 R５.９.１５ ～ R６.３.１５

令和5年度市営山王住宅52-1-B棟改修建築
工事の影響で当該工事において工期を延長
する必要があるため、契約約款第19条により
工期及び請負代金額を変更するもの。

工期　R6.2.9　→　R6.3.15　（+35日）

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.９.１４ ） （ 10,032,000 ） （ R５.９.１５ ～ R６.２.９ ）

4 管 建築課

令和5年度市営山
王住宅52-1-B棟
改修機械設備工
事

市営山
王住宅

中西工業
㈱

伊勢崎市
今井町７３
２‐１

R５.１０.６ 10,373,000 R５.９.１５ ～ R６.３.１５

令和5年度市営山王住宅52-1-B棟改修建築
工事の影響で当該工事において工期を延長
する必要があるため、契約約款第19条により
工期及び請負代金額を変更するもの。

工期　R6.2.9　→　R6.3.15　（+35日）

（ R５.９.１４ ） （ 4,180,000 ） （ R５.９.１５ ～ R６.２.９ ）

5 電気 建築課

令和5年度市営太
田住宅54-1-A棟
外改修電気設備
工事

市営太
田住宅

㈱国定電
機

伊勢崎市
国定町２‐
１８５２‐１
０

R５.１０.６ 3,300,000 R５.９.１５ ～ R６.３.１５

令和5年度市営太田住宅54-1-A棟外改修建
築工事の影響で当該工事において改修戸数
の変更及び工期を延長する必要があるた
め、契約約款第19条により工期及び請負代
金額を変更するもの。

改修戸数　4戸　→　3戸　（-1戸）
工期　R6.2.9　→　R6.3.15　（+35日）

（ R５.９.１４ ） （ 9,372,000 ） （ R５.９.１５ ～ R６.２.９ ）

6 管 建築課

令和5年度市営太
田住宅54-1-A棟
外改修機械設備
工事

市営太
田住宅

㈲矢島設
備

伊勢崎市
本関町１１
８３‐２

R５.１０.６ 7,590,000 R５.９.１５ ～ R６.３.１５

令和5年度市営太田住宅54-1-A棟外改修建
築工事の影響で当該工事において改修戸数
の変更及び工期を延長する必要があるた
め、契約約款第19条により工期及び請負代
金額を変更するもの。

改修戸数　4戸　→　3戸　（-1戸）
工期　R6.2.9　→　R6.3.15　（+35日）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.８.２ ） （ 26,400,000 ） （ R５.８.３ ～ R５.１１.３０ ）

7 防水
教育施
設課

第四中学校東校
舎屋上防水改修
工事

第四中
学校

村田建設
㈱

伊勢崎市
日乃出町
４０１‐２

R５.１０.１７ 27,588,000 R５.８.３ ～ R５.１１.３０

現地と設計書を照査した結果、改質アスファ
ルトシート防水の実測数量と設計数量に相
違があり変更する必要が生じたため、契約約
款第18条第1項第4号により設計内容を変更
するもの。

改質アスファルトシート防水　平場
　　1437㎡　→　1480㎡　（+43㎡）
改質アスファルトシート防水　立上り
　　181㎡　→　221㎡　（+40㎡）

（ R５.２.２４ ） （ 81,840,000 ） （ R５.４.１ ～ R５.１１.２ ）

8
水道施
設

上水道
整備課

（老）東本町外地
内配水管布設替
工事1工区（ゼロ
市債）

伊勢崎
市　中央
町　外地
内

中央水道
㈱

伊勢崎市
平和町１‐
１

R５.１０.１６ 87,505,000 R５.４.１ ～ R５.１１.２

A.0+38.23～A.4+25.59の区間において、設計
図書に明示された地下埋設物の布設位置が
実際の現場と一致しないため、契約約款第
18条第1項第4号により、設計内容を変更し、
増工するもの。また、施工箇所の交通量が多
く安全確保のため、給水切替施工時におい
ても、配水管布設時と同等の交通誘導警備
員を配置する必要があるため、契約約款第
19条により、交通誘導警備員を増員するも
の。

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形
　曲管 90°×φ200㎜　4個　→　 6個　（+2
個）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
　GX形 両受曲管 45°×φ200㎜　 3個　→
11個　（+8個）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 G-Linkｾｯﾄ
　φ200㎜　44個　→　62個　（+18個）
交通誘導警備員B
　414人　→　508人　（+94人）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.６.２１ ） （ 23,100,000 ） （ R５.６.２２ ～ R５.１１.１７ ）

9 舗装
上水道
整備課

(老)粕川町外地内
舗装本復旧工事

伊勢崎
市 粕川
町 外地
内

㈱栗原建
設

伊勢崎市
茂呂町２‐
２９６０‐１

R５.１０.２４ 22,660,000 R５.６.２２ ～ R５.１１.１７

想定していたより交通量が少なく、円滑に施
工が進んだため、契約約款第18条第1項第4
号により、交通誘導員の人数を減員するも
の。

交通誘導警備員B
　64人　→　47人　（-17人）

（ R５.６.７ ） （ 20,075,000 ） （ R５.６.８ ～ R５.１１.１０ ）

10 舗装
上水道
整備課

(老)境伊与久地内
舗装本復旧工事

伊勢崎
市　境伊
与久　地
内

㈱サンケ
ン

伊勢崎市
山王町２６
４７

R５.１０.２７ 20,251,000 R５.６.８ ～ R５.１１.１０

道路管理者と再協議した結果、安全性の確
保と振動・騒音を防止するため、契約約款第
19条により、舗装工と区画線工を増工するも
の。

舗装版破砕 (t=5cm)
　1,815.7㎡　→　1,847.6㎡ 　(+31.9㎡)
不陸整正工(補足材 t=3cm)
　1,815.7㎡　→　1,847.6㎡　 (+31.9㎡)
表層 (t=5cm) プライムコート
　1,815.7㎡　→　1,847.6㎡　 (+31.9㎡)
区画線設置 実線W=15 白
　824.2m　→　880.8m　 (+56.6m)

（ R５.１０.１１ ） （ 17,809,000 ） （ R５.１０.１２ ～ R６.１.２６ ）

11
水道施
設

上水道
整備課

(老)羽黒町地内配
水管布設替工事
(2工区)

伊勢崎
市　羽黒
町　地内

㈱穂詮
伊勢崎市
羽黒町１‐
１７

R５.１０.２７ 15,268,000 R５.１０.１２ ～ R６.１.２６

本工事は、入札条件により下記工事と近接
工事対象案件のため、合算工事による経費
の調整を行い、契約約款第19条により減額
変更するもの。

工事名：（老）羽黒町地内配水管布設替工事
1工区（ゼロ市債）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.２.２２ ） （ 62,590,000 ） （ R５.４.１ ～ R５.１１.１７ ）

12
水道施
設

上水道
整備課

（老）羽黒町地内
配水管布設替工
事1工区（ゼロ市
債）

伊勢崎
市　羽黒
町　地内

㈱穂詮
伊勢崎市
羽黒町１‐
１７

R５.１０.２７ 65,373,000 R５.４.１ ～ R５.１１.１７

D路線EP、J路線RP及びK路線における既設
管との接続について、周辺への濁水の影響
を考慮し、接続方法を変更する必要が生じた
ため、契約約款第19条により、設計内容を変
更し、増工するもの。また、施工条件の明示
に記載のとおり、建設発生土の搬出先を確
保したため、契約約款第19条により設計内容
を変更するもの。

ﾋﾞﾆｰﾙ管用特殊割T字管 φ100㎜×100㎜
　0個　→　2個　(+2個)
EFｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(片受) φ100㎜
　0個　→　1個　(+1個)
発生土運搬
　L=6.5㎞　→　L=12.0㎞　（ +5.5㎞）
土壌試験費
　0項目　→　29項目　（+29項目）

（ R５.６.７ ） （ 57,420,000 ） （ R５.６.８ ～ R５.１１.２４ ）

13
水道施
設

上水道
整備課

(老)茂呂南町地内
配水管布設替工
事(1工区)

伊勢崎
市　茂呂
南町　地
内

㈱栗原建
設

伊勢崎市
茂呂町２‐
２９６０‐１

R５.１１.２ 58,322,000 R５.６.８ ～ R５.１１.２４

建設発生土の搬出先を確保したため、契約
約款第19条により設計内容を変更するもの。

発生土運搬
　L=6.5㎞　→　L=12.0㎞　（ +5.5㎞）
土壌試験費
　8項目　→　29項目　（+21項目）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.６.２１ ） （ 35,750,000 ） （ R５.６.２２ ～ R５.１１.１７ ）

14
建築一
式

教育施
設課

殖蓮小学校外壁
改修工事

殖蓮小
学校

トーモー
㈱

伊勢崎市
寿町１６２

R５.１１.１ 37,675,000 R５.６.２２ ～ R５.１２.１

現地と設計図書を照査した結果、実際の浮
き・ひび割れ・欠損状況と設計数量に相違が
あり増工する必要が生じたため、契約約款第
18条第1項第4号により設計内容及び工期を
変更するもの。

・浮き部補修
　　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注
入工法
　　　50㎡　→　285㎡（+235㎡）
・ひび割れ補修
　　樹脂注入工法
　　　100m　→　410m（+310m）
　　Uカットシール材充てん工法
　　　50m　→　52.9m（+2.9m）
・工期　R5.11.17　→　R5.12.1（+14日）

（ R５.６.２１ ） （ 19,140,000 ） （ R５.６.２２ ～ R５.１１.３０ ）

15
土木一
式

市街地
整備課

駅周辺第一地区
都市計画道路3・
5・27号築造工事

伊勢崎
市　大手
町　地内

関川建設
㈱

伊勢崎市
曲沢町６７
２‐１３

R５.１１.７ 17,853,000 R５.６.２２ ～ R６.１.１０

残土の搬出先が確保出来たため、契約約款
第19条により、土砂の運搬距離を変更するも
の。また、工区内で実施されている他工事の
遅れにより、当初予定していた時期に着手出
来なかったため、関連する事業者と再度、工
程について協議した結果、契約約款第19条
により、工期を変更するもの。

土砂等運搬
　L=6.5㎞　→　L=1.1㎞（-5.4㎞）
工期　完成
　R5.11.30　→　R6.1.10（+41日）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.７.１９ ） （ 24,376,000 ） （ R５.７.２０ ～ R５.１１.３０ ）

（ R５.８.７ ） （ 22,143,000 ） （ R５.７.２０ ～ R５.１１.３０ ）

16
水道施
設

上水道
整備課

駅周辺第一地区
配水管布設工事
(5-2)

伊勢崎
市　大手
町　地内

小林保全
設備㈱

伊勢崎市
粕川町１８
３０

R５.１１.１３ 22,143,000 R５.７.２０ ～ R６.１.３１

近接工事の遅延により、関連工事と工程の
再検討を行った結果、契約約款第19条により
工期を延長するもの。

工期
　R5.11.30　→　R6.1.31　(+62日)

（ R５.７.２４ ） （ 7,700,000 ） （ R５.７.２５ ～ R５.１１.３０ ）

17
土木一
式

下水道
整備課

駅周辺第一地区
都3・5・27号汚水
管築造工事（受
託）

伊勢崎
市　大手
町　地内

関川建設
㈱

伊勢崎市
曲沢町６７
２‐１３

R５.１１.１３ 9,933,000 R５.７.２５ ～ R５.１１.３０

設計図書に明示した取付管数量が実際の工
事現場と異なることが判明したため、契約約
款第18条第1項第4号により、設計内容を変
更するもの。それに伴い交通誘導警備員を
増員するもの。

PRPφ200㎜管布設工
　101.5m　→　101.8m   （+0.3m）
VUφ150㎜取付管工
　8箇所　→　10箇所   （+2箇所）
アスファルト舗装
　2.7㎡　→　25.7㎡　（+23.0㎡）
交通誘導警備員
　19人日　→　24人日　（+5人日）

（ R５.７.１９ ） （ 11,440,000 ） （ R５.７.２０ ～ R５.１２.１５ ）

18
建築一
式

こども
保育課

第三保育所老朽
化改修工事【第Ⅱ
期】

第三保
育所

三藤建設
工業㈱

伊勢崎市
赤堀今井
町１‐９１

R５.１１.１０ 11,638,000 R５.７.２０ ～ R５.１２.１５

現地と設計書を照査した結果、既存巾木の
一部が設計書と異なるため、契約約款第18
条第1項第4号により設計内容の変更を行う
もの。

・ビニル巾木　高さ75
　　34.3m　→　17.5m　（-16.8m）
・木枠SOP塗り（一部木製巾木）
　　下地調整RB種　工程B種
　　　121m　→　138m　（+17m）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.８.２ ） （ 17,754,000 ） （ R５.８.３ ～ R５.１１.３０ ）

19
土木一
式

都市計
画課

市道(伊)6-559号
線外1路線　道路
築造工事

伊勢崎
市田中
町地内

㈱栗原工
務店

伊勢崎市
連取町１９
７０‐１

R５.１１.１３ 18,997,000 R５.８.３ ～ R５.１１.３０

関係者との協議が整ったため、施工条件の
明示に示したとおり、契約約款第19条により
上層路盤工を増工し、増額変更するもの。

上層路盤工
 　A=831.2㎡　→　A=1,763.8㎡　（+932.6㎡）

（ R５.２.２２ ） （ 57,057,000 ） （ R５.４.１ ～ R５.１２.１ ）

20
水道施
設

上水道
整備課

（老）緑町外地内
配水管布設替工
事（ゼロ市債）

伊勢崎
市　緑町
外地内

㈱後藤設
備

伊勢崎市
緑町１７‐
２１

R５.１１.１３ 58,025,000 R５.４.１ ～ R５.１２.１

施工条件の明示に記載のとおり、建設発生
土の搬出先を確保したため、契約約款第19
条により設計内容を変更するもの。また、
E.0+25.0付近において、下水道の人孔と離隔
を確保するため、及び、G・GA・GB・ＧＣ路線
の各EPの既設管の埋設深さが設計図書に
明示された深さと一致しないため、契約約款
第18条第1項第4号により、設計内容を変更
し、増工するもの

発生土運搬
　L=6.5㎞　→　L=8.4㎞　（ +1.9㎞）
土壌試験費
　0項目　→　29項目　（+29項目）
EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150㎜×300H
　2個　→　3個　（+１個）
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径150㎜×300H
　0個　→　１個　（+１個）
軽量鋼矢板土留　矢板長2.0m
　支保工１段　11.6m →　20.6m (+ 9.0m)
軽量鋼矢板土留　矢板長2.5m　支保工１段
　 0.0m →   3.9m (+ 3.9m)
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.６.２１ ） （ 39,215,000 ） （ R５.６.２２ ～ R５.１２.１ ）

21
水道施
設

上水道
整備課

(老)福島町地内配
水管布設替工事

伊勢崎
市　福島
町　地内

豊鉄水工
業㈱

伊勢崎市
中町７２

R５.１１.１４ 39,754,000 R５.６.２２ ～ R５.１２.１

工事現場における既設舗装版の厚さが実際
の現場と一致しない区間があるため、契約約
款第18条第1項第4号により舗装版切断、舗
装版破砕及び殻運搬処理を増工し増額変更
するもの。

舗装版切断(ｔ≦15㎝)
　L=1474.3m　→　L=1143.5m　（-330.8ｍ）
舗装版切断(15<t≦30)
　L=0.0m　→　L=320.0m　（+320.0ｍ）
排水等廃棄物処理
　1590㎏　→　1860㎏　（+270.0㎏）
舗装版直接掘削工(0<ｔ≦10)
　A=444.2㎡　→　A=345.0㎡　（-99.2㎡）
舗装版直接掘削工(15<ｔ≦30)
　A=0.0㎡　→　A=96.0㎡　（+96.0㎡）
殻運搬処理
　V=22.1㎥　→　V=32.9㎥　（+10.8㎥）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.７.５ ） （ 41,448,000 ） （ R５.７.６ ～ R５.１１.３０ ）

22
水道施
設

上水道
整備課

(配)上植木本町外
地内配水管布設
工事

伊勢崎
市　上植
木本町
外　地内

小倉設備
興業㈱

伊勢崎市
連取元町
２‐３

R５.１１.１３ 45,738,000 R５.７.６ ～ R５.１２.２２

本工事に伴う埋蔵文化財協議の結果、試掘
に時間を要するため契約約款第19条により
工期を延長するもの。
また、埋蔵文化財への影響を考慮し、配水管
の布設位置を既設配水管の直上に変更する
ため、契約約款第19条により管材料を増工
するもの。

工期
　R5.11.30　→　R5.12.22　(+22日)
φ150×22・1/2°GX形曲管
　3個　→　22個　(+19個)
φ150×22・1/2°GX形両受曲管
　4個　→　9個　(+5個)
φ150　　GX形継輪
　0個　→　6個　(+6個)
φ150　　G-LINK
　23個　→　46個　(+23個)
交通誘導員B
　118人　→　141人　(+23人)

（ R５.８.３０ ） （ 1,540,000 ） （ R５.８.３１ ～ R５.１１.３０ ）

23 電気
文化観
光課

伊勢崎市境総合
文化センター高圧
引込ケーブル交換
工事

伊勢崎
市境総
合文化
センター

㈲松原電
化設備

伊勢崎市
国定町１‐
１２４０‐１
６

R５.１１.１４ 1,408,000 R５.８.３１ ～ R５.１１.３０

設計書に明示した仕様のケーブルについて、
納期の大幅な遅延が判明したので施設管理
者と調整した結果、工期の延長が困難なた
め履行期限内に納品可能な仕様のケーブル
へ変更する必要が生じたので、契約約款第
19条により設計変更を行うもの。

6kV　EM-CET　60sq（FEP内）
　81m　→　0m（-81m）
6kV　EM-CET　60sq（管内）
　14m　→　0m（-14m）
6kV　CVT　60sq（FEP内）
　0m　→　81m（+81m）
6kV　CVT　60sq（管内）
　0m　→　14m（+14m）



11

単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.６.２１ ） （ 40,205,000 ） （ R５.６.２２ ～ R５.１１.２４ ）

24
水道施
設

上水道
整備課

(老)境伊与久地内
配水管布設替工
事

伊勢崎
市　境伊
与久　地
内

㈱丸橋設
備

伊勢崎市
茂呂町２‐
２８２５‐４

R５.１１.１４ 42,218,000 R５.６.２２ ～ R６.２.１６

事前のバルブ操作により水圧の低下及び濁
水の発生が確認されたため、契約約款第19
条により不断水接続での施工へ変更するも
の。また、既設配水管の埋設位置が設計と
一致しないことから、施工方法の変更や関係
各所との協議に時間を要するため、契約約
款第19条により工期を延長するもの。

水道配水用ポリエチレン管　φ100㎜
　965.1ｍ　→　974.1ｍ　(+9.0m)
水道配水用ポリエチレン管　φ75㎜
　0ｍ　→　1.5ｍ　(+1.5m)
VP管用特殊割T字管　φ100㎜×100㎜
　0個　→　1個　(+1個)
VP管用特殊割T字管　φ　75㎜× 75㎜
　0個　→　1個　(+1個)
仕切弁　　φ100㎜
　4基　→　6基　 (+2基)
工期
　R5.11.24  →　R6.2.16　(+ 84日)

（ R５.７.２４ ） （ 62,700,000 ） （ R５.７.２５ ～ R５.１２.１ ）

25
建築一
式

建築課
令和5年度市営茂
呂島住宅4-1-K棟
外壁改善工事

市営茂
呂島住
宅

田中建設
㈱

伊勢崎市
連取町３３
０９‐７

R５.１１.１５ 64,361,000 R５.７.２５ ～ R５.１２.１

現場と設計図書を照査した結果、外部クラッ
ク及びモルタル浮き部等が設計図書と異なる
ため、契約約款第18条第1項第4号により設
計内容の変更を行うもの。

・シール工法　0.2㎜未満
　　136.0m　→　146.0m（+10.0m）
・自動式低圧樹脂注入工法　0.2㎜以上
　　18.0m　→　194.0m（+176.0m）
・モルタル浮き部補修　狭幅部
　　136.0m　→　36.2m（-99.8m）
・モルタル浮き部補修
　　11.5㎡　→　2.4㎡（-9.1㎡）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.５.２４ ） （ 28,380,000 ） （ R５.５.２５ ～ R５.１１.３０ ）

26
建築一
式

教育施
設課

赤堀小学校東校
舎中規模改修工
事

赤堀小
学校

㈱神澤組
伊勢崎市
下触町８８
４‐1

R５.１１.１５ 29,535,000 R５.５.２５ ～ R６.３.１５

現地と設計図書を照査した結果、既存の壁
下地の耐久性がないため設備機器設置箇所
にライニングを新設する必要が生じたため、
契約約款第18条第1項第4号により設計内容
を変更するもの。また、関連工事の影響で当
該工事において工期を延長する必要がある
ため、契約約款第19条により工期を変更する
もの。

・LGS間仕切　W65
　　46.1㎡　→　55.6㎡（+9.5㎡）
・耐水合板　ｔ＝12
　　0㎡　→　7.9㎡（+7.9㎡）
・化粧けい酸カルシウム板貼り
　　0㎡　→　6.2㎡（+6.2㎡）
・工期　R5.11.30　→　R6.3.15（+106日）

（ R５.４.２８ ） （ 34,683,000 ） （ R５.５.１ ～ R５.１１.３０ ）

27 電気
教育施
設課

赤堀小学校東校
舎中規模改修電
気設備工事

赤堀小
学校

アイケイ
電機㈱

伊勢崎市
今泉町１‐
１４０７

R５.１１.１５ 34,683,000 R５.５.１ ～ R６.３.１５

資材や機材の納期遅延により、受注者から
工期の延長が請求されたため、契約約款第
22条により工期を変更するもの。

・工期　R5.11.30　→　R6.3.15（+106日）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.５.２４ ） （ 23,100,000 ） （ R５.５.２５ ～ R５.１１.３０ ）

28 管
教育施
設課

赤堀小学校東校
舎中規模改修機
械設備工事

赤堀小
学校

三和設備
工業㈱

伊勢崎市
市場町１‐
５６

R５.１１.１５ 24,101,000 R５.５.２５ ～ R６.３.１５

現場と設計図書を照査した結果、現場状況
が設計図書に明示された内容と異なり、設計
どおりの配管工事が困難なため、契約約款
第18条第1項第4号により設計内容の変更を
行うもの。また、関連工事の影響で当該工事
において工期を延長する必要があるため、契
約約款第19条により工期を変更するもの。

・硬質ポリ塩化ビニル管　地中配管　150A
　　19m　→　23m　（+4m）
・仕切弁　10K　32A　給水用
　　2個　→　3個　（+1個）
・弁桝　VC-P
　　0個　→　1個　（+1個）
・工期　R5.11.30　→　R6.3.15　（+106日）

（ R５.５.２４ ） （ 25,410,000 ） （ R５.５.２５ ～ R５.１１.３０ ）

29 管
教育施
設課

赤堀小学校東校
舎空調設備更新
工事

赤堀小
学校

㈱ヒカリ
S.E

伊勢崎市
市場町１‐
５６

R５.１１.１５ 25,410,000 R５.５.２５ ～ R６.３.１５

関連工事の影響で当該工事において工期を
延長する必要があるため、契約約款第19条
により工期を変更するもの。

・工期　R5.11.30　→　R6.3.15　（+106日）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R４.６.２７ ） （ 242,000,000 ） （ R４.６.２７ ～ R５.１２.２２ ）
（ R５.２.２２ ） （ 254,848,000 ） （ R４.６.２７ ～ R５.１２.２２ ）

30 電気 浄水課

（上）竜宮浄水場
受変電設備更新
工事（電気）（債務
負担行為）

竜宮浄
水場

高栄電業
㈱

伊勢崎市
市場町１‐
２６３‐２

R５.１１.１７ 257,796,000 R４.６.２７ ～ R５.１２.２２

設計図書に明示されていない床ピット内に警
備配線が発見され、床ピット撤去に支障があ
り、仮設配線の必要が生じ、今後、新設の受
変電室に警備配線の本設を行う必要がある
ため、契約約款第18条第1項第4号により、設
計内容を変更するもの。

・警備赤外線本設　0式　→　1式　（+1式）
・電力計器本設　0式　→　1式　（+1式）

（ R５.７.１９ ） （ 20,372,000 ） （ R５.７.２０ ～ R５.１２.８ ）

31 舗装
上水道
整備課

(老)下植木町外地
内舗装本復旧工
事

伊勢崎
市 下植
木町 外
地内

㈱萩原土
建

伊勢崎市
中央町２４
‐２

R５.１１.２９ 20,449,000 R５.７.２０ ～ R５.１２.８

県道部の施工において、交通量が多く安全
確保及び渋滞緩和のために交通誘導警備員
の配置人数を増員する必要が生じたため、
契約約款第19条により、交通誘導警備員を
増員するもの。

交通誘導警備員B
　50人　→　53人　（+3人）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.７.２４ ） （ 82,390,000 ） （ R５.７.２５ ～ R５.１２.１５ ）

32
建築一
式

建築課
令和5年度市営茂
呂島住宅4-2-H棟
外壁改善工事

市営茂
呂島住
宅

上柿建設
㈱

伊勢崎市
稲荷町３８
２‐１

R５.１１.２４ 83,853,000 R５.７.２５ ～ R５.１２.１５

現場と設計図書を照査した結果、外部クラッ
ク及びモルタル浮き部等が設計図書と異なる
ため、契約約款第18条第1項第4号により設
計内容の変更を行うもの。

・シール工法　0.2㎜未満
　　295.0m　→　319.0m（+24.0m）
・自動式低圧樹脂注入工法　0.2㎜以上
　　97.6m　→　220.0m（+122.4m）
・モルタル浮き部補修　狭幅部
　　39.4m　→　12.6m（-26.8m）
・モルタル浮き部補修
　　0.9㎡　→　0.7㎡（-0.2㎡）

（ R５.６.２１ ） （ 23,320,000 ） （ R５.６.２２ ～ R５.１２.１５ ）

33
土木一
式

下水道
整備課

汚水管築造（美茂
呂系統）第7号工
事

伊勢崎
市美茂
呂町地
内

田中建設
㈱

伊勢崎市
連取町３３
０９‐７

R５.１１.２８ 25,663,000 R５.６.２２ ～ R６.１.３１

　施工条件の明示に記載のとおり、私道敷公
共下水道の設置について協議が整ったた
め、契約約款第19条により管布設工の増額
変更とそれに伴う工期の延長を変更するも
の。

塩化ビニル管φ150mm
　L=0m　→　27.5m　（+27.5m）
塩ビ製小型マンホール
　0箇所　→　2箇所　（+2箇所）
取付管工VUφ100mm
　0箇所　→　3箇所　（+3箇所）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.７.１９ ） （ 41,800,000 ） （ R５.７.２０ ～ R５.１２.１５ ）

34 防水
環境政
策課

いせさき聖苑屋根
防水改修工事（第
1期）

いせさき
聖苑地
内

第一工業
㈱

伊勢崎市
西小保方
町３３６

R５.１１.２９ 43,340,000 R５.７.２０ ～ R５.１２.１５

現場と設計図書を照査した結果、屋根状況
等が現場条件と一致しないため、契約約款
第18条第1項第4号により設計内容の変更を
行う。また、同時に施工する必要のある工種
が判明したため、契約約款第19条により設計
内容の変更を行うもの。

・ウレタン塗膜防水（平場）X-1工法
　　2,382㎡　→　2,409㎡　（+27㎡）
・ウレタン塗膜防水（立上り）X-2工法
　　479㎡　→　488㎡　（+9㎡）
・モルタル浮き部ピンニング注入補修
　　0本　→　1,985本　（+1,985本）

（ R５.４.２８ ） （ 36,058,000 ） （ R５.５.１ ～ R５.１２.１５ ）

35
建築一
式

障害福
祉課

うえはす福祉作業
所改修工事

うえはす
福祉作
業所

トーモー
㈱

伊勢崎市
寿町１６２

R５.１１.３０ 39,479,000 R５.５.１ ～ R５.１２.１５

現場と設計図書を照査した結果、隠蔽部分
の床下地コンクリートの劣化が確認でき、改
修の必要が生じたため、契約約款第18条第1
項第4号により設計内容の変更を行うもの。

・床フローリングブロック撤去
　　0.0㎡　→　105.0㎡　（+105.0㎡）
・床コンクリート撤去
　　0.0㎥　→　6.4㎥　（+6.4㎥）
・普通コンクリート
　　0.0㎥　→　12.7㎥　（+12.7㎥）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.８.２ ） （ 6,754,000 ） （ R５.８.３ ～ R５.１２.１５ ）

36 管
庶務課
（東）

あずま支所受水
槽改修工事

あずま支
所

㈱SHODA.
伊勢崎市
赤堀鹿島
町２７６‐１

R５.１２.６ 8,052,000 R５.８.３ ～ R５.１２.１５

地中埋設管の位置や劣化の状況から、埋設
配管への接続が困難であり、配管の更新が
必要となったため、契約約款第18条第1項第
4号により設計内容を変更するもの。

給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管（HIVP）地中埋設
　50A　0m　→　3m　（+3m）
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管（HIVP）機械室
　50A　1m　→　9m　（+8m）
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）機械室
　50A　7m　→　15m　（+8m）
配管分岐（鋼管類）50A（保温有）
　0箇所　→　2箇所　（+2箇所）
機械はつり（配管用貫通口）100㎜
　0箇所　→　2箇所　（+2箇所）

（ R５.９.２７ ） （ 4,158,000 ） （ R５.９.２８ ～ R５.１２.１２ ）

37 電気
スポー
ツ振興
課

華蔵寺公園運動
施設園路照明設
置工事

華蔵寺
公園運
動施設

㈱伊勢崎
電設

伊勢崎市
柳原町３５
‐４

R５.１２.６ 4,158,000 R５.９.２８ ～ R６.２.９

照明器具の納期が遅延しており、受注者より
工期の延長が請求されたため、契約約款第
22条により工期を変更するもの。

工期　R5.12.12　→　R6.2.9　（+59日）

（ R５.７.５ ） （ 10,670,000 ） （ R５.７.６ ～ R６.１.１２ ）

38
土木一
式

区画整
理課

茂呂第一地区　都
市計画道路3・5・
38号築造工事(分
割1号)

伊勢崎
市　南千
木町　地
内

村田建設
㈱

伊勢崎市
日乃出町
４０１‐２

R５.１２.６ 11,583,000 R５.７.６ ～ R６.１.１２

施工条件の明示に記載のとおり、建設発生
土の搬出先を確保したため、契約約款第19
条により設計内容を変更するもの。

土砂等運搬
　L=6.5㎞　→　L=12.0㎞　（ +5.5㎞）
土壌試験費
　8項目　→　29項目　（+21項目）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.９.１３ ） （ 16,500,000 ） （ R５.９.１４ ～ R６.１.１０ ）

39 塗装
教育施
設課

あずま北小学校
プール塗装改修
工事

あずま北
小学校

㈱カレント
プラン

伊勢崎市
東小保方
町３３２５‐
１

R５.１２.１５ 17,600,000 R５.９.１５ ～ R６.１.１０

現地と設計図書を照査した結果、倉庫内の
アスベスト建材が含まれた仕上塗材の劣化
が激しく撤去する必要があり、処理方法を集
塵装置付ドリル工法から集塵装置付ディスク
グラインダーケレン工法に変更するため、契
約約款第18条第1項第4号により設計内容を
変更するもの。

アスベスト除去（含有レベル3）
・集塵装置付ドリル工法相当
　　倉庫内アンカー穿孔部
　　　1式　→　0式
・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法
　　粉じん飛散抑制剤吹付け共
　　　0㎡　→　127㎡

（ R５.１０.１１ ） （ 7,480,000 ） （ R５.１０.１２ ～ R６.１.１０ ）

40 管 住宅課
市営太田住宅排
水管改修工事

市営太
田住宅

中央水道
㈱

伊勢崎市
平和町１‐
１

R５.１２.１９ 7,480,000 R５.１０.１２ ～ R６.２.１５

ユニットバスの納期が遅延しており、受注者
より工期の延長が請求されたため、契約約
款第22条により工期を変更するもの。

工期　R6.1.10　→　R6.2.15　（+36日）

（ R５.６.２１ ） （ 46,530,000 ） （ R５.６.２２ ～ R６.１.２６ ）

41
水道施
設

上水道
整備課

(配)境新栄地内配
水管布設工事

伊勢崎
市　境新
栄　地内

中西工業
㈱

伊勢崎市
今井町７３
２‐１

R５.１２.２５ 47,333,000 R５.６.２２ ～ R６.２.２６

設計図書に示された地下埋設物の深さが実
際の現場と一致しないため、契約約款第18
条第1項第4号により埋設深を変更し、それに
伴い管路掘削工及び埋戻工を増工し工期を
延期するもの。

管路掘削工
　V=523.7㎥　→　V=613.4㎥　（+89.7㎥）
管路埋戻工(発生土)
　V=170.2㎥　→　V=264.6㎥　（+94.4㎥）
工期
　R6.1.26　→　R6.2.26　（+31日）
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単位：円（税込）

（ 当初契約日 ） （ 当初契約金額 ） （ ）
商号又は

名称
住所 変更契約日 変更契約金額 変更理由・変更概要

建設工事等の変更契約に関する公表

令和５年度　第３四半期(１０月～１２月）

№ 種別
予算執
行課

件名
履行場

所

契約の相手方 当初工期

変更後期間

（ R５.８.３０ ） （ 11,313,500 ） （ R５.８.３１ ～ R６.１.１９ ）

42
電気通
信

商工労
働課

市民プラザ音響設
備更新工事

市民プラ
ザ

マルフク
電気㈱

伊勢崎市
田中町１７
８‐２

R５.１２.２８ 11,385,000 R５.８.３１ ～ R６.１.１９

設計時には問題なかったスピーカーに不具
合が新たに発見され、施設管理者を含めて
協議した結果、設計変更の必要が生じたた
ため、契約約款第19条により設計内容を変
更するもの。

コンパクトスピーカー
　1台　→　3台　（+2台）

（ R５.９.７ ） （ 7,315,000 ） （ R５.９.１４ ～ R６.１.１５ ）

43 管
教育施
設課

あずま中学校給
水ポンプ改修工事

あずま中
学校

㈲松原電
化設備

伊勢崎市
国定町１‐
１２４０‐１
６

R５.１２.２８ 7,315,000 R５.９.１４ ～ R６.３.１５

資材や機材の納期遅延により、受注者から
工期の延長が請求されたため、契約約款第
22条により工期を変更するもの。

・工期　R6.1.15　→　R6.3.15　（+60日）
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